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●株主総会にご出席の株主様へのお土産の配布
はございません。
●新型コロナウイルス感染拡大防止のため、可
能な限り書面・インターネット等による事前の
議決権行使をいただき、体調の優れない方、ご
不安のある方の会場への来場はお控えいただき
ますようお願い申し上げます。
●当日ご出席の皆様は、新型コロナウイルス感
染予防のためマスク着用をお願い申し上げます。



新型コロナウイルス感染拡大防止のための当社対応について
●運営スタッフは、検温を含めあらかじめ体調を十分確認した上で、マスクを着用し、応対させて
いただきます。
●会場において、株主様の安全に配慮した感染防止の措置を講じる場合がありますので、ご協力
賜りますようお願い申し上げます。
●議事進行は、円滑かつ効率的に執り行うことで、例年よりも時間を短縮して行う予定でおります。
ご質問は事前に専用フォームからも受け付けております。
●本株主総会の模様は、後日、株主総会ページより動画をご覧いただけます。
●今後の状況変化に応じて、上記対応については随時変更してまいりますので、株主総会ページよ
り最新の情報をご覧いただきますようお願い申し上げます。

ご質問専用フォーム
https://reg18.smp.ne.jp/regist/switch/
00011K0000CA60t0Ff/soukai

株主総会ページ
https://www.seed.co.jp/company/ir/
soukai.html

　株主の皆様には、日頃より当社に対するご理解とご支援を賜り、
心より感謝申し上げます。
　ここに、当社第64回定時株主総会の招集ご通知をお届けいた
します。
　当社を取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染症の我が国を
含む世界規模での拡大とその長期化により、経済活動全般の停滞
と消費意欲の著しい低下に直面しております。
　３ヶ年中期経営計画２年目となる第64期につきましては『～61
年目からの新たな挑戦～日本のシードから世界のＳＥＥＤへ』の基
本施策を継続し、国内外での事業規模拡大と領域の強化を図っ
てまいりました。多品種少量生産の中での生産管理などの課題も 
あり、結果として、当初目標には届かず増収減益とはなりましたが、
グループ初の売上高300億円を突破し、成果と新たな課題があっ
た1年であると認識しております。
　今後も新型コロナウイルス感染症の影響に起因する経済活動
全般への著しい影響等、不透明な状況が続くものと思われますが、
外部環境に応じた臨機応変かつ慎重な経営を行い、企業価値の
向上に努めていく所存でございます。
　株主の皆様方におかれましては、引き続き変わらぬご支援を賜
りますよう、お願い申し上げます。また、株主の皆様のご健康を
併せてお祈り申し上げます。

株主の皆様へ

代表取締役社長
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証券コード　7743
2 0 2 0  年  ６  月  1 0  日

株 主 各 位
東京都文京区本郷２丁目40番２号
株 式 会 社 シ ー ド
代 表 取 締 役 社 長 浦 壁 昌 広

第64回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第64回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご案内申し上
げます。
　なお、当日ご出席に代えて、書面（郵送）またはインターネット等により議決権
を行使することができます。お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いた
だき、｢議決権行使のご案内｣（３～４頁）をご高覧のうえ、2020年６月24日（水曜
日）午後６時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 2020年６月25日（木曜日）午前10時（受付開始予定：午前９時）
２．場 所 東京都文京区湯島１丁目７番５号

ホテル 東京ガーデンパレス　２階「高千穂」
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第64期(2019年４月１日から2020年３月31日まで)事業報告、連結計算

書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第64期(2019年４月１日から2020年３月31日まで)計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役７名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件

以　上
株主総会にご出席の株主様へのお土産の配布はございません。

何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願
い申し上げます。
　なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、イン
ターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　https://www.seed.co.jp/）に掲載させていただきます。

－ 2 －

株主各位
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■ 議決権行使のご案内

　株主総会における議決権は、株主の皆様の重要な権利です。是非とも議決権を行使いただきますようお願い
申し上げます。議決権の行使には、以下の3つの方法がございます。

※各議案につきまして、賛否の表示がない場合は、“賛”の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

■賛成の場合 ➡“賛”を○で囲んでください。
■否認する場合 ➡“否”を○で囲んでください。

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、株主総会当日に会場受付へご提出ください。
（ご捺印は不要です）

▶ 株主総会開催日時：2020年6月25日（木曜日）午前10時

同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

▶ 行使期限：2020年6月24日（水曜日）午後6時到着分まで

■ 株主総会にご出席いただく場合

■ 書面（郵送）にて議決権を行使いただく場合

こちらに各議案の賛否を
ご記入ください。

議決権行使書のご記入方法
（議決権行使書用紙イメージ）

－ 3 －

インターネット等による議決権行使のご案内
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パソコン、携帯電話またはスマートフォンから以下の議決権行使ウェブサイトにアクセスし、同封の議決権行
使書用紙に記載の「お願い」をご覧のうえ、画面の案内に従い議決権を行使してください。

▶ 行使期限：2020年6月24日（水曜日）午後6時までに入力

■ インターネット等で議決権を行使される場合

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

東京証券代行株式会社
電話：0120－88－0768（フリーダイヤル）

受付時間　午前9時～午後9時

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使
ウェブサイトhttps://www.tosyodai54.net

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は1回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC
向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権
行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権
行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読取っていただくと、PC向けサイトへ遷移
できます。

同封の議決権行使書用紙右下に記載のQRコードをス
マートフォンかタブレット端末で読み取ってください。

1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本

見本

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※議決権行使書面とインターネット等による方法と重複して議決権を行使さ
れた場合は、インターネット等によるものを有効といたします。インター
ネット等により複数回議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを
有効といたします。

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議
決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

1

3

2

4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「初期パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

－ 4 －

インターネット等による議決権行使のご案内
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株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項

当社は、安定的な経営基盤の確保に努めるとともに、株主の皆様に適切な配当水準によ
る配当継続を実施することを重要課題とし、経営体質強化と事業拡大のための内部留保確
保等を勘案した上で、株主の皆様への利益還元を継続していくことを基本方針としており
ます。

当期につきましては、特別損失の計上等により大幅な減益となりましたが、売上高がグ
ループ初の300億円を突破し５期連続の増収を達成したこと、及び上記基本方針にも掲げ
ております株主の皆様への利益還元を継続していくこと等を総合的に勘案いたしまして、
１株につき12円の配当といたしたいと存じます。

①配当財産の種類
金銭といたします。

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金12円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は300,401,064円となります。

③剰余金の配当が効力を生じる日
2020年６月26日といたしたいと存じます。

－ 5 －

剰余金処分議案
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第２号議案 取締役７名選任の件
取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締

役７名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号 氏　名 当社における地位・担当 取締役会

出席回数

1  う ら  

浦
 か べ  

壁
 

　
 ま さ  

昌
 ひ ろ  

広 代表取締役社長 再 任 15回/15回
（100％）

2  ほ そ  

細
 か わ  

川
 

　
 

　
ひとし

均 取締役常務執行役員
営業本部長 再 任 15回/15回

（100％）

3  ふ く  

福
だ

田
 

　
 

　
たけし

猛 取締役常務執行役員
生産技術本部長 再 任 15回/15回

（100％）

4 さ

佐
 と う  

藤
 

　
 た か  

隆
お

郎 取締役常務執行役員
研究開発本部長兼開発部長 再 任 15回/15回

（100％）

5  す ぎ  

杉
 や ま  

山
 

　
 て つ  

哲
や

也 取締役常務執行役員
管理本部長兼経理部長 再 任 11回/11回

（100％）

6 お

小
 ば ら  

原
 

　
 ゆ き  

之
お

夫 社外取締役 再 任 社 外 独 立 15回/15回
（100％）

7  お お  

大
 た け  

竹
 

　
 ゆ う  

裕
こ

子 社外取締役 再 任 社 外 独 立 15回/15回
（100％）

再 任 再任取締役候補者 社 外 社外取締役候補者 独 立 証券取引所の定めに基づく独立役員

（注）杉山哲也氏の取締役会出席回数につきましては、2019年６月26日取締役就任後の状況を記載しております。

－ 6 －

取締役選任議案
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候補者番号 1
 う ら  

浦
 か べ  

壁
 

　
 ま さ  

昌
 ひ ろ  

広
再 任

生年月日
1962年６月12日
所有する当社の株式数
613,000株
在任年数
11年

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1985 年 ４ 月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
2000 年 ７ 月 みずほコーポレートアドバイザリー㈱出向 マネージ

ングディレクター
2009 年 ６ 月 当社取締役
2009 年 ９ 月 当社取締役副社長
2010 年 １ 月 当社代表取締役社長（現任）

［重要な兼職の状況］
・一般社団法人日本コンタクトレンズ協会 会長

取締役候補者とした理由
浦壁昌広氏は、金融機関における豊富な経験・見識を生かし、2010
年に代表取締役社長に就任して以来、力強いリーダーシップを発揮し
て当社グループ全体の経営を担い、企業価値の向上・グローバル化を
推進してまいりました。今後も引き続き、当社の中長期的な企業価値
の向上に資することを期待し、取締役候補者といたしました。

候補者番号 2
 ほ そ  

細
 か わ  

川
 

　
 

　
ひ と し

均
再 任

生年月日
1958年９月６日
所有する当社の株式数
10,370株
在任年数
４年

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1986 年 ６ 月 当社入社
1994 年 ４ 月 ㈱シード関西販売代表取締役社長
2000 年10月 当社人事総務部長
2003 年 ４ 月 当社東日本営業部長
2006 年 ７ 月 当社執行役員営業本部CL営業部長
2013 年 ４ 月 当社常務執行役員営業本部長兼CL営業部長
2013 年 ７ 月 当社常務執行役員営業本部長
2016 年 ６ 月 当社取締役常務執行役員営業本部長（現任）

取締役候補者とした理由
細川均氏は、2013年より常務執行役員営業本部長、2016年より取
締役常務執行役員営業本部長として、コンタクトレンズ事業を中心と
した営業・企画部門を統括してまいりました。今後も引き続き、当社
の中長期的な企業価値の向上に資することを期待し、取締役候補者と
いたしました。

－ 7 －

取締役選任議案



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

2020/06/02 19:11:59 / 19596665_株式会社シード_招集通知（Ｃ）

候補者番号 3
 ふ く  

福
だ

田
 

　
 

　
た け し

猛
再 任

生年月日
1969年６月５日
所有する当社の株式数
15,400株
在任年数
３年

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1992 年 ４ 月 当社入社
2008 年 ４ 月 当社技術本部生産部長兼技術部長
2013 年 ４ 月 当社執行役員技術本部生産部長兼技術部長
2015 年10月 当社執行役員生産技術本部長兼生産部長兼技術部長
2016 年 ４ 月 当社常務執行役員生産技術本部長兼生産部長兼技術部長
2017 年 ６ 月 当社取締役常務執行役員生産技術本部長兼生産部長兼

技術部長
2018 年 ４ 月 当社取締役常務執行役員生産技術本部長（現任）

取締役候補者とした理由
福田猛氏は、2016年より常務執行役員生産技術本部長、2018年よ
り取締役常務執行役員生産技術本部長として、主力製品である１日使
い捨てコンタクトレンズを中心とした生産・技術部門を統括してまい
りました。今後も引き続き、当社の中長期的な企業価値の向上に資す
ることを期待し、取締役候補者といたしました。

候補者番号 4
さ

佐
 と う  

藤
 

　
 た か  

隆
お

郎
再 任

生年月日
1973年８月６日
所有する当社の株式数
1,000株
在任年数
２年

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1998 年 ４ 月 当社入社
2010 年 ４ 月 当社開発部長
2014 年 ４ 月 当社執行役員技術本部開発部長
2016 年 ４ 月 当社執行役員研究開発本部副本部長兼開発部長
2018 年 ４ 月 当社常務執行役員研究開発本部長兼開発部長
2018 年 ６ 月 当社取締役常務執行役員研究開発本部長兼開発部長

（現任）

取締役候補者とした理由
佐藤隆郎氏は、2014年より執行役員技術本部開発部長、2018年よ
り取締役常務執行役員研究開発本部長として、中長期的な成長を担う
研究開発部門を統括してまいりました。今後も引き続き、当社の中長
期的な企業価値の向上に資することを期待し、取締役候補者といたし
ました。

－ 8 －

取締役選任議案
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候補者番号 5
 す ぎ  

杉
 や ま  

山
 

　
 て つ  

哲
や

也
再 任

生年月日
1963年４月18日
所有する当社の株式数
1,000株
在任年数
１年

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1986 年 4 月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
2008 年 1 月 同行 秋田支店長
2010 年10月 同行 足立支店長
2013 年 2 月 同行 九段支店詰 参事役
2017 年 1 月 当社入社 執行役員経理部長
2018 年 4 月 当社執行役員管理本部副本部長兼経理部長
2018 年10月 当社常務執行役員管理本部長兼経理部長
2019 年 ６ 月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼経理部長（現任）

取締役候補者とした理由
杉山哲也氏は、金融機関における豊富な経験・見識を生かし、2017
年より執行役員経理部長、2019年より取締役常務執行役員管理本部
長として管理部門を統括してまいりました。今後も引き続き、当社の
中長期的な企業価値の向上に資することを期待し、取締役候補者とい
たしました。

候補者番号 6
お

小
 ば ら  

原
 

　
 ゆ き  

之
お

夫
再 任

社 外

独 立

生年月日
1947年２月８日
所有する当社の株式数
5,000株
在任年数
５年

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1969 年 ７ 月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
1996 年 ６ 月 同行取締役ロンドン支店長
1997 年 ５ 月 同行取締役本店営業第二部長
1999 年 ５ 月 同行常務取締役アセットマネジメントグループ長
2002 年 ４ 月 ㈱みずほホールディングス取締役副社長
2003 年 ３ 月 ㈱みずほ銀行取締役副頭取
2004 年 ６ 月 ㈱みずほホールディングス監査役

㈱みずほコーポレート銀行監査役
㈱みずほフィナンシャルグループ常勤監査役

2005 年 ６ 月 みずほ情報総研㈱代表取締役社長
2013 年 ４ 月 みずほキャピタルパートナーズ㈱アドバイザー（現任）
2014 年 ６ 月 当社社外監査役
2015 年 ６ 月 当社社外取締役（現任）

［重要な兼職の状況］
・みずほキャピタルパートナーズ㈱アドバイザー

社外取締役候補者とした理由
小原之夫氏は、長年培ってこられました会社経営者としての知識・経
験等を有しており、2015年に当社の社外取締役に就任以来、経営全
般に対する監督と助言をいただいてまいりました。今後も引き続
き、客観的な立場から当社の経営全般に対して監督と助言をいただけ
るものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

－ 9 －

取締役選任議案
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候補者番号 7
 お お  

大
 た け  

竹
 

　
 ゆ う  

裕
こ

子
再 任

社 外

独 立

生年月日
1973年８月17日
所有する当社の株式数
400株
在任年数
５年

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1996 年 ４ 月 尾台会計事務所入所
1999 年 ６ 月 公認会計士登録
2000 年 ７ 月 みずほコーポレートアドバイザリー㈱入社
2006 年 ５ 月 ㈱プロビタス設立 代表取締役（現任）
2006 年 ７ 月 税理士登録

大竹裕子公認会計士・税理士事務所開設（現任）
2015 年 ６ 月 当社社外取締役（現任）

［重要な兼職の状況］
・大竹裕子公認会計士・税理士事務所 公認会計士
・㈱プロビタス代表取締役

社外取締役候補者とした理由
大竹裕子氏は、公認会計士・税理士として培ってこられました会計の
専門家としての高い見識を有しており、また、会社経営者としての知
識・経験等を活かし、2015年に当社の社外取締役に就任以来、経営
全般に対する監督と助言をいただいてまいりました。今後も引き続
き、客観的な立場から当社の経営全般に対して監督と助言をいただけ
るものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．小原之夫氏及び大竹裕子氏は、社外取締役候補者であります。また、小原之夫氏及び大竹裕子氏は、東京

証券取引所の定める独立役員の資格を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。
３．当社は、小原之夫氏及び大竹裕子氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１

項の損害賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度
額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。本議案が承認された場合、当社は、
各氏との間の当該責任限定契約を継続する予定です。

－ 10 －

取締役選任議案
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第３号議案 監査役１名選任の件
監査役二瓶ひろ子氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて同氏の選

任をお願いするものであります。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
に

二
 へ い  

瓶
ひ

ひ
ろ

ろ
こ

子
再 任

社 外

独 立

生年月日
1976年８月23日
所有する当社の株式数
－株
在任年数
１年

略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
1999 年 ４ 月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
2009 年 ９ 月 司法修習修了、弁護士登録
2009 年10月 外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所

入所 アソシエイト弁護士
2014 年 ９ 月 オックスフォード大学法学修士号取得
2016 年 １ 月 同法律事務所 カウンセル弁護士（現任）
2019 年 ３ 月 早稲田大学大学院 法学研究科先端法学専攻 知的財産

法LL.M. 先端法学修士号取得
2019 年 ６ 月 当社社外監査役（現任）
2020 年 １ 月 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 監督役員（現任）

［重要な兼職の状況］
・外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所 カウンセル弁護士
・インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 監督役員

社外監査役候補者とした理由
二瓶ひろ子氏は、弁護士として培ってこられました法律の専門家とし
ての高い見識を有しており、2019年に当社の社外監査役に就任以
来、専門的見地から、当社の会社業務全般に対する法務機能強化の観
点や、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言をいただいて
まいりました。今後も引き続き、当社の経営全般に対して監査・監督
をいただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．二瓶ひろ子氏は、社外監査役候補者であります。
３．二瓶ひろ子氏は、社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、上記の

とおり、弁護士として会社法務に精通していることから社外監査役としての職務を適切に遂行していただ
けるものと判断しております。

４．二瓶ひろ子氏は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしており、独立役員として同取引所に届
け出ております。

５．二瓶ひろ子氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限
定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に
定める最低責任限度額としております。本議案が承認された場合、当社は、同氏との間の当該責任限定契
約を継続する予定です。

－ 11 －

監査役選任議案
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第４号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いす

るものであります。
なお、本選任につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によ

りその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠の監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
 や ま  

山
 も と  

本
 ゆ う  

雄
 い ち  

一
 ろ う  

郎
社 外

独 立

生年月日
1955年12月30日
所有する当社の株式数
－株

略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
1978 年 ４ 月 三菱信託銀行㈱（現三菱ＵＦＪ信託銀行㈱）入行
1984 年 ６ 月 シカゴ大学経営学修士号取得（米国）
2005 年 ４ 月 和光大学経済経営学部非常勤講師
2007 年 ３ 月 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱退社
2007 年 ４ 月 明治大学商学部専任講師
2008 年 ４ 月 跡見学園女子大学マネジメント学部非常勤講師（現任）
2010 年 ４ 月 明治大学商学部准教授
2012 年 ４ 月 東洋学園大学大学院現代経営研究科非常勤講師
2015 年 ４ 月 明治大学商学部教授（現任）

［重要な兼職の状況］
・明治大学商学部教授
・跡見学園女子大学マネジメント学部非常勤講師

補欠社外監査役候補者とした理由
山本雄一郎氏は、大学教授としての深い学識経験を有しており、客観
的な立場から当社の経営全般に対して監査・監督いただけるものと判
断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．山本雄一郎氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３．山本雄一郎氏は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしており、同氏が社外監査役に就任した

場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
４．山本雄一郎氏は、直接会社の経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外監査役とし

ての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております
５．山本雄一郎氏が監査役に就任した場合には、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項

の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、
同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

以　上

－ 12 －

補欠監査役選任議案
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

( 2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで )

１．企業集団の現況
⑴　当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、消費税率引き上げに伴う個人消費の低迷に加え、

米中貿易摩擦の長期化や欧州における英国の欧州連合離脱問題等に大きく影響を受けまし
た。さらに新型コロナウイルス感染症の我が国を含む世界的な感染拡大を阻止するための
各種の防疫対策が個人消費を直撃したことにより、足元の経済状況は著しく悪化し、今後
も予断を許さない状況となっております。

コンタクトレンズ業界におきましては、国内では、少子高齢化が進んでいるものの近視
人口が増加しており、また、引き続き１日使い捨てタイプへのシフトが緩やかに続いてい
ることや、乱視用、遠近両用等の高付加価値商品の伸長等により、2020年の年初までは、
市場は緩やかながらも成長基調を辿っていたと認識しております。しかしながら、新型コ
ロナウイルス感染拡大の影響により、年間の最大の需要期である卒業・新入学シーズンに、
新型コロナウイルスへの感染予防のため、ユーザーが眼科医療機関・販売施設への来院・
来店を控える状況となりました。また、政府や地方自治体の要請を受けた外出自粛やテレ
ワークへの強力な誘導、マスクの着用により、特に女性ユーザーを対象としたファッショ
ン性の高いサークル・カラーコンタクトレンズ市場が低迷しました。さらに、アジア諸国
から欧州地域への感染の拡大に伴い、海外輸出も厳しい状況で推移し、未だ多数の海外市
場が正常化に時間を要すると思われます。

このような状況の中、当社グループは、３ヶ年中期経営計画の２年目となる2020年３
月期につきましても、引き続き『～61年目からの新たな挑戦～日本のシードから世界の
SEEDへ』を基本施策として、主力である純国産の「ワンデーピュアシリーズ」を中心に、
日本国内での安定した成長と同時に積極果敢な世界展開を実現し、販路拡大を通じた事業
規模の拡大と将来的な成長を実現する事業基盤の強化を図ってまいりました。

当連結会計年度の業績について、売上高は、国内において消費税率引き上げに伴う駆け
込み需要の反動減が想定以上に長期化したことに加え、新型コロナウイルス感染拡大の影
響により国内外の需要が落ち込んだものの、主力のコンタクトレンズを中心に売上が伸長
したことと、欧州での企業買収効果もあり、グループ初の300億円突破となる31,792百万

－ 13 －

当事業年度の事業の状況
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円（前期比7.8％増）となりました。利益につきましては、販売地域の拡大及び新製品投
入開始等の多品種化に伴い製造原価が上昇したこと等により、営業利益1,733百万円（前
期比7.5％減）、経常利益1,691百万円（前期比8.1％減）となりました。なお、親会社株
主に帰属する当期純利益は、スマートコンタクトレンズ事業を手掛けるスイスの
Sensimed AG社の子会社化に伴う段階取得に係る差損を計上したことに加え、新型コロ
ナウイルス感染症の影響を鑑み、マーケティング方針を変更した「JILL STUART １day 
UV」の在庫に対するたな卸資産評価損の計上、及びドイツ連邦共和国のWoehlk 
Contactlinsen GmbHに関するのれん、無形資産の減損を行い、特別損失を計上したこと
等により、252百万円（前期比73.8％減)となりました。第４四半期に計上した特別損失
の詳細につきましては、2020年５月８日公表の「特別損失の計上及び通期業績予想の修
正に関するお知らせ」をご参照ください。

セグメントの業績は次のとおりであります。
なお、当連結会計年度より、重要性の観点からオルソケラトロジーレンズ及びトリガー

フィッシュに関連する事業のセグメントを「その他」から「コンタクトレンズ・ケア用品」
に変更しており、当連結会計年度の比較・分析は、変更後の区分に基づいております。

（コンタクトレンズ・ケア用品）
コンタクトレンズにつきまして、主力の純国産１日使い捨てコンタクトレンズ「ワンデ

ーピュアシリーズ」は、新しい遠近両用タイプ「シード ワンデーピュア EDOF（イード
フ）」を2019年12月に発売し、国内外で成長が大いに見込まれる遠近両用市場での競争
力強化を図るとともに、海外の販売強化及び国内の乱視・遠近両用カテゴリーの需要増に
支えられ、シリーズ全体として好調に推移しました。一方、サークル・カラーコンタクト
レンズにつきましては、３月に「アイコフレ１day UV M」の新色を投入したものの、そ
の効果が限定的にとどまり、国内における販売チャネルの多様化、競合商品のラインナッ
プ増加等の影響に加え、「JILL STUART １day UV」の不振と、第４四半期には新型コロ
ナウイルス感染拡大の影響があり、東・東南アジア向けの輸出も停止せざるを得ず、対前
年売上高が微減に終わりました。なお、就寝前に装用することで睡眠時に角膜を矯正する
オルソケラトロジーレンズ事業につきましては、市場の伸長に加え、2019年10月に「ブ
レスオーコレクト」の総販売代理店となり、販売体制を強化したことにより前年を大きく
上回る57％増の成長を実現しました。

ケア用品につきましては、コンタクトレンズ市場の１日使い捨てタイプへのシフトに加
え、ソフトコンタクトレンズ用ケア用品「シードゥ ソフトケア ピュア」の販売を終了し
た影響もあり、前期を若干下回る結果となりました。

その結果、セグメント全体の売上高は30,888百万円（前期比8.7％増）、営業利益2,854
百万円（前期比5.2％減）となりました。

－ 14 －

当事業年度の事業の状況



2020/06/02 19:11:59 / 19596665_株式会社シード_招集通知（Ｃ）

（眼鏡）
眼鏡につきましては、卸販売の営業拠点を概ね東京に集約し、小売子会社の不採算店舗

を閉店する等、事業の再構築に取り組みながら、主力フレームの「ビビッドムーン」や「プ
ラスミックス」を中心に営業活動を行ってまいりましたが、眼鏡市場全体の低価格商品へ
の需要シフト及び小売子会社店舗の閉店による影響等により、売上高は594百万円（前期
比29.3％減）、営業損失は54百万円（前期営業損失79百万円）となりました。

（その他）
その他につきましては、売上高は309百万円（前期比38.8％増）、営業損失は11百万円

（前期営業損失34百万円）となりました。

②　設備投資の状況
当連結会計年度で実施した設備投資の総額は3,317百万円であり、その主なものは、コ

ンタクトレンズ・ケア用品事業に係る鴻巣研究所３号棟の製造設備の導入及び倉庫棟の建
築によるものであります。

③　資金調達の状況
当連結会計年度中に、当社グループの所要資金として、金融機関等より長期借入金2,550

百万円、短期借入金4,218百万円の調達を実施しております。

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
当連結会計年度中に、外部出資者との共同出資により上海実瞳光学科技有限公司を設立

し、またSensimed AG株式を追加取得し連結子会社としております。さらに連結子会社
であるWoehlk Contactlinsen GmbHの株式を追加取得したことにより議決権比率を
40％から94％にしております。

－ 15 －

当事業年度の事業の状況
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⑵　直前３連結会計年度の財産及び損益の状況

区　　　分 第 61 期
（2017年３月期）

第 62 期
(2018年3月期)

第 63 期
（2019年３月期）

第 64 期
(当連結会計年度)
(2020年3月期)

売 上 高 (百万円) 24,463 27,827 29,489 31,792

経 常 利 益 (百万円) 1,364 2,157 1,840 1,691
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 (百万円) 876 1,198 963 252

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 35.01 47.87 38.50 10.10

総 資 産 (百万円) 29,222 34,726 40,169 41,586

純 資 産 (百万円) 9,007 10,082 10,999 10,762

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 359.80 402.77 429.68 424.43

（注）１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産額は、
自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

２．当社は、2018年７月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。第61期
（2017年３月期）の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して、１株当たり当期純利益及び１株
当たり純資産額を算出しております。

３．当連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っております。第63期連結会計
年度の財産及び損益の状況については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な
見直しが反映された後の金額を記載しております。

４．第64期の業績につきましては、「１．企業集団の現況　⑴　当連結会計年度の事業の状況　①　事業の
経過及び成果」に記載のとおりであります。

－ 16 －

直前３事業年度の財産及び損益の状況
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⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会　　　社　　　名 資 本 金 当 社 の
出 資 比 率 主 要 な 事 業 内 容

㈱タワービジョン 10百万円 100％ コンタクトレンズ、ケア用品、
眼鏡等の販売

㈱シードアイサービス 10百万円 100％ コンタクトレンズ、ケア用品、
眼鏡等の販売

㈱アイスペース 10百万円 100％
（100％）

コンタクトレンズ、ケア用品の
販売

実瞳（上海）商貿有限公司（中国） 8,060,350人民元 100％ コンタクトレンズ、ケア用品、
眼鏡等の販売

上海実瞳光学科技有限公司（中国） 20,000,000人民元 60% コンタクトレンズ、ケア用品、
眼鏡等の販売

SEED CONTACT LENS ASIA PTE.LTD.
（シンガポール） 1,050,000SG$ 100％ コンタクトレンズ、ケア用品、

眼鏡等の販売

SEED CONTACT LENS TAIWAN CO.,LTD.
（台湾） 28,000,000NT$ 100％ コンタクトレンズ、眼鏡等の販

売

SEED Contact Lens Europe GmbH
（ドイツ） 25,000EUR 100％ コンタクトレンズの販売

Contact Lens Precision Laboratories Ltd.
（イギリス） 111￡ 100％ コンタクトレンズの製造販売

Ultravision International Ltd.（イギリス） 450,000￡ 100％
（100％） コンタクトレンズの製造販売

SEED INTERNATIONAL LTD.（イギリス） 100￡ 100％
（100％） コンタクトレンズの販売

Woehlk Contactlinsen GmbH（ドイツ） 25,000EUR 94％ コンタクトレンズの製造販売

Sensimed AG（スイス） 2,262,374CHF 90.69% 医療機器の開発、製造及び販売

（注)１．当社の出資比率の（　）内は、間接所有割合を内数で示しております。
２．当社は当連結会計年度より、外部出資者との共同出資により2019年10月31日に設立した上海実瞳光学

科技有限公司及び2019年12月24日に株式を追加取得し子会社化したSensimed AGを連結の範囲に含
め、重要な子会社としております。

－ 17 －

重要な親会社及び子会社の状況
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⑷　対処すべき課題
今後の景気見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響による経済活動

の停止・停滞や外出自粛による消費マインドの低下等、国内外において、先行きが相当の
不透明さを有するものと考えられます。

コンタクトレンズにつきましては、視機能の提供という極めて生活に重要な機能を持つ
医療機器であることに鑑み、緊急事態宣言が発出されている状況においても、国や地方自
治体の各種要請を順守しながら安定供給できる体制を維持することが求められております。
しかしながら、感染拡大阻止のためのテレワークへの移行、外出自粛と屋外での活動抑制、
さらに販売施設の休業等により、新型コロナウイルス感染症の抜本的な解決策が講じられ
るまでの間は需要が落ち込むことが予測され、厳しい市場環境からの回復の目途が未だ立
っていないと認識しております。海外市場においては、感染の鎮静化による経済活動の再
活性化による需要の回復傾向が見られるものの、一部地域では未だ感染の鎮静化が見えず、
経済活動の再活性化には時間を要するものと思われます。

このような状況の下、当社グループでは、新型コロナウイルス感染症に対する社内外へ
の感染防止と従業員の安全確保、国や地方自治体からの各種要請を踏まえつつ、医療機器
メーカーとしての製品供給責任を出来る限り遂行するために、グループ別交代制勤務・テ
レワーク・フレキシブルな通勤体制等を活用しながら、製品の供給については通常通り事
業活動を継続しております。今後につきましても、常に最新の感染状況、行政の政策運営、
市場動向を踏まえた上で、臨機応変かつ慎重に事業活動を継続してまいります。特に財務
の安定性を高めるために、資金調達や在庫削減により手元流動性の確保に万全を期してま
いります。

2021年３月期につきましては、現在の中期経営計画の最終年度ですが、計画を踏まえ
つつも外部環境に応じた臨機応変な経営を行ってまいります。基本方針としては、引き続
き主力の「ワンデーピュアシリーズ」を中心として、品質力の高さやきめ細やかな製品ラ
インナップのアピールに努めるとともに、市場の伸長が最も見込まれる遠近両用コンタク
トレンズカテゴリーのシェア獲得を図るため、2019年度に発売した遠近両用１日使い捨
てコンタクトレンズ「シード ワンデーピュア EDOF（イードフ）」の国内外への拡販に
注力してまいります。サークル・カラーコンタクトレンズカテゴリーにおいては、2020
年３月に発売した「アイコフレ１day UV M」の新色に加え、「JILL STUART １day UV」
の新色を投入し、売上の伸長とそれぞれのカテゴリーでのシェアアップを目指してまいり
ます。また、オルソケラトロジー事業、スマートコンタクトレンズ事業等の新しい分野に
も積極的に経営資源を投下してまいります。海外事業においては、当社初となる自社オリ
ジナルのシリコーンハイドロゲル素材ワンデーコンタクトレンズの海外への販売を開始す
る計画に加え、各国の法令や認証制度に対応しながら、既存進出地域の売上拡大と新規販
売地域の拡大に注力してまいります。これらを通じて、国内外での売上高拡大の継続を図
ってまいります。

－ 18 －

対処すべき課題
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また、鴻巣研究所において資材・倉庫設備の新設を行い、既存の３つの生産棟の製造エ
リアの拡大による生産力増強と多品種少量生産を推進する生産システムの導入を行います。
さらに、４月に生産技術本部の組織改正を行い、生産管理業務の質的向上及び生産現場強
化を行い、多品種少量生産をより進めた中での製造原価の低減に努め、長期の成長戦略の
ための研究開発投資や、生産現場への設備投資に係る償却負担増加等を吸収し、粗利率の
改善を起点とした収益力の強化を図ってまいります。また、販売動向を踏まえた在庫管理
を徹底するとともに、新型コロナウイルス感染症と一定期間共存せざるを得ない環境下で
の広告宣伝戦略や個別営業活動等の経費を見直し、営業利益を確保するよう努める方針で
す。

⑸　主要な事業内容（2020年３月31日現在）
当社グループは、コンタクトレンズの研究開発及び製造販売とコンタクトレンズケア用品、

眼鏡、その他商品の販売を主たる業務としております。
事業内容と主要品目は以下のとおりであります。

区　　　分 主 要 品 目

コンタクトレンズ・ケア用品事業

コ ン タ ク ト レ ン ズ
ハード、ソフトタイプのコンベンショナル（従来型）レンズ、
ディスポーザブル（使い捨て）レンズ、オルソケラトロジーレンズ及び
その関連事業

コ ン タ ク ト レ ン ズ ケ ア 用 品 洗浄液、保存液、酵素洗浄液、化学消毒液、保存ケース、その他

眼鏡事業 眼鏡フレーム、眼鏡備品、その他

その他 眼内レンズ、その他

⑹　主要な営業所及び工場（2020年３月31日現在）
本社 東京都文京区本郷２丁目40番２号
シード第２ビル 東京都文京区本郷２丁目27番13号
鴻巣研究所 埼玉県鴻巣市袋1030番７号
営業所 東京、札幌、仙台、名古屋、関西、岡山、広島、福岡

－ 19 －
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⑺　使用人の状況（2020年３月31日現在）
①企業集団の使用人の状況

事　業　区　分 使　用　人　数 前連結会計年度末比増減

コンタクトレンズ・ケア用品事業 936（316）名 49 （△19）名

眼鏡事業 21 （2）名 △12 （△2）名

その他 10 （4）名 1 （△2）名

全社（共通） 53 （1）名 5 （1）名

合計 1,020（323）名 43 （△22）名
（注）１.使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２.全社（共通）として記載されている使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属しているもの
であります。

②当社の使用人の状況
使　用　人　数 前事業年度末比増減 平　均　年　齢 平 均 勤 続 年 数

733（202）名 40（2）名 33.8歳 10.2年
（注）　使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

⑻　主要な借入先の状況（2020年３月31日現在）
借　　　入　　　先 借　　入　　残　　高

㈱三井住友銀行 4,386百万円
㈱みずほ銀行 2,686百万円
三井住友信託銀行㈱ 1,946百万円
㈱日本政策投資銀行 1,810百万円
㈱三菱UFJ銀行 1,700百万円

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。

－ 20 －
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２．会社の現況
⑴　株式の状況（2020年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 79,272,000株
②　発行済株式の総数 27,336,000株
③　株主数 10,904名
④　大株主（上位10名）

株　　　主　　　名 持　 　株　 　数 持　株　比　率

株式会社SMBC信託銀行 5,447千株 21.8％

みずほ信託銀行株式会社 4,319千株 17.3％

野村信託銀行株式会社 3,605千株 14.4％

三井住友信託銀行株式会社 1,396千株 5.6％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,338千株 5.3％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,156千株 4.6％

株式会社みずほ銀行 906千株 3.6％

浦壁　昌広 613千株 2.4％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 530千株 2.1％

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 292千株 1.2％

（注）１．持株比率は自己株式（2,302,578株）を控除して計算しております。
２．当社は、自己株式2,302,578株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
３．株式会社SMBC信託銀行、みずほ信託銀行株式会社、野村信託銀行株式会社及び三井住友信託銀行株式

会社の所有株式数については、委託者である新井隆二氏が議決権の指図権を留保しております。

⑵　新株予約権等の状況
①　当事業年度の末日において当社役員等が保有している職務執行の対価として交付された

新株予約権の状況
　該当事項はありません。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。

③　現に発行している新株予約権（その他新株予約権の状況）
　該当事項はありません。

－ 21 －
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⑶　会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（2020年３月31日現在）

地　　　位 氏　　　名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 浦 壁 昌 広 一般社団法人日本コンタクトレンズ協会 会長

取 締 役 細 川 　 均 営業本部長

取 締 役 福 田 　 猛 生産技術本部長

取 締 役 佐 藤 隆 郎 研究開発本部長兼開発部長

取 締 役 杉 山 哲 也 管理本部長兼経理部長

取 締 役 小 原 之 夫 みずほキャピタルパートナーズ㈱アドバイザー

取 締 役 大 竹 裕 子 　大竹裕子公認会計士・税理士事務所 公認会計士
　㈱プロビタス代表取締役

常 勤 監 査 役 中 山 友 之

監 査 役 種 房 俊 二

監 査 役 二 瓶 ひ ろ 子
外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律
事務所 カウンセル弁護士
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 監督役員

（注）１．取締役小原之夫氏及び大竹裕子氏は、社外取締役であります。
２．監査役種房俊二氏及び二瓶ひろ子氏は、社外監査役であります。
３．社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に

届け出ております。
４．取締役大竹裕子氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見

を有しております。
５．監査役二瓶ひろ子氏は、弁護士の資格を有しております。

②　事業年度中に退任した取締役及び監査役
氏　　　名 退任日 退任事由 退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況

田 邨 正 義 2019年６月26日 辞 任 社外監査役

③　取締役及び監査役の報酬等の総額
区　　　分 員　　　数 報 酬 等 の 額

取 締 役
（ う  ち  社  外  取  締  役 ）

7名
（2）

65百万円
(8)

監 査 役
（ う  ち  社  外  監  査  役 ）

4名
(3)

18百万円
(8)

合 計
（ う  ち  社  外  役  員 ）

11名
(5)

83百万円
(16)
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（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２. 上記には、2019年６月26日開催の第63回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任した社外監査

役１名を含んでおります。
３．各取締役の報酬額は、株主総会（1988年６月29日）で決定された報酬枠（報酬限度額150百万円）の

範囲内で、一定の基準に基づき業績加減等を行って算定しております。各監査役の報酬額は、株主総会
（2002年６月27日）で決定された報酬枠（報酬限度額20百万円）の範囲内で、監査役の協議で決定し
た基準に従って算定しております。

４．上記には、2018年９月30日付で辞任により退任した取締役１名に対して支払った役員退職慰労金３百
万円は含まれておりません。

④　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役小原之夫氏は、みずほキャピタルパートナーズ㈱のアドバイザーであります。
当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・取締役大竹裕子氏は、大竹裕子公認会計士・税理士事務所の公認会計士、㈱プロビタ
スの代表取締役であります。当社と各兼職先との間に特別の関係はありません。

・監査役二瓶ひろ子氏は、外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務
所のカウンセル弁護士、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人の監督役員で
あります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
取締役会及び監査役会への出席状況及び発言状況

地　　　位 氏　　　名 主な活動状況

取 締 役 小 原 之 夫
当事業年度に開催された取締役会15回の全てに出席
し、会社経営者としての長年の経験と見識からの助言
や提言を行っております。

取 締 役 大 竹 裕 子
当事業年度に開催された取締役会15回の全てに出席
し、公認会計士としての専門的見地から、また、会社
経営者としての長年の経験と見識からの助言や提言
を行っております。

監 査 役 種 房 俊 二
当事業年度に開催された取締役会15回、監査役会13
回の全てに出席し、会社経営者としての長年の経験と
見識からの発言を行っております。

監 査 役 二 瓶 ひ ろ 子

2019年６月26日監査役就任以降に当事業年度に開
催された取締役会11回の全て、監査役会９回のうち
８回に出席し、弁護士としての専門的見地から、意思
決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行って
おります。

ハ．責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同

法第423条第１項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく
賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
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⑷　会計監査人の状況
①　名称　　ＰｗＣあらた有限責任監査法人

②　報酬等の額
報　酬　等　の　額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 46百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利
益の合計額 46百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監
査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、上記の当事業年度に係る会計
監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適
切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を
いたしました。

３．当社の重要な子会社のうち、実瞳（上海）商貿有限公司（中国）、上海実瞳光学科技有限公司（中国）、
SEED CONTACT LENS ASIA PTE.LTD.（シンガポール）、SEED CONTACT LENS TAIWAN 
CO.,LTD.（台湾）、SEED Contact Lens Europe GmbH（ドイツ）、Contact Lens Precision 
Laboratories Ltd.（イギリス）、Ultravision International Ltd.（イギリス）、SEED INTERNATIONAL 
LTD.（イギリス）、Woehlk Contactlinsen GmbH（ドイツ）、Sensimed AG（スイス）は、当社の
会計監査人以外の監査を受けております。

③　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
会社法第340条に定める解任事由に該当すると監査役会が判断した場合のほか、会計監

査人が職務を適切に遂行することが困難と判断した場合には、監査役会の決定により、会
計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提案いたします。
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⑸　業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業
務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要及びその運用状況は以下のとおり
であります。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①取締役による職務執行の監督機能を維持・向上するため、独立性を考慮した社外取締役

の継続的な選任を行う。
【運用状況】

「社外役員の独立性に関する基準」を制定し、この基準を満たした社外取締役を選任
することとしております。前期は社外取締役の選任はありませんでした。

②当社は、取締役及び使用人が、法令・定款に遵守した行動をとるべく「シードグループ
行動規範」を制定し、これに基づき、社会的な信頼を獲得すべく適法かつ公正な事業活
動に努める。

【運用状況】
シードの使命、経営理念及び行動規範で構成される企業ビジョン等は、社内に掲示、

また、イントラネットシステムで常に閲覧できる状態にあり、機会のある毎に社内の周
知徹底を図っております。

③コンプライアンス体制の充実・強化を推進するために、代表取締役社長を議長とし、必
要に応じて専門家（弁護士）も加えたコンプライアンス委員会を設置する。また、取締
役及び使用人からの通報・相談窓口を法務室の社内弁護士と経営から独立している常勤
監査役とし、匿名での通報を認めるとともに、通報者に対して不利益な取扱いを行わな
い。

【運用状況】
コンプライアンス委員会を７回開催しております。通報者保護に関しては、コンプラ

イアンス管理規程に明記する等、適切な運用を行っております。また、コンプライアン
ス体制の充実・強化を推進するため、コンプライアンス基本方針を策定し、社内規則の
周知徹底と社内研修による教育等を定期的に実施しております。

④監査役は、独立した立場から、内部統制システムの構築・運用状況を含め、取締役の職
務執行を監査する。

【運用状況】
取締役会、必要に応じ経営会議及び各種委員会等に出席し、監査役の立場から積極的

に発言をしております。

⑤内部監査部門は、内部統制の評価ならびに業務の適正性及び有効性について監査する。
【運用状況】

監査部は、毎期、内部監査計画を策定し、内部監査を実施しております。

－ 25 －
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２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社は、文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以

下、文書等という）に記録し、保存する。取締役及び監査役は、文書管理規程により、
常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

【運用状況】
上記に係る文書等は、文書管理規程に基づき保存年限や所管部署等を定め適切に管理

しております。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①コンプライアンス、市場環境、製品品質、知的財産及び災害等に係るリスクについては、

それぞれの所管部署において担当、各部門長が管理を行い、リスク発生の抑止及び軽減
に取組む。

②新たに生じたリスクに関しては、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、経
営企画部が窓口となり、速やかに対応を行う。

【運用状況】
リスク管理と情報セキュリティの維持に関し、リスクの防止及び会社損失の最小化を

図ることを目的にリスク・セキュリティ管理委員会を11回開催しており、適切に管理さ
れております。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社は、定例取締役会を毎月１回開催し、経営における重要事項や取締役の業務執行状

況等の監督を行う。また、効率的な経営判断・意思決定を行うために、経営会議を開催
（適宜）し、代表取締役社長、常勤監査役、取締役・担当部長・担当部署等が出席し議
論を行う。

【運用状況】
当事業年度は、取締役会を定例、臨時を合わせて15回開催しております。また、経営

会議につきましても、経営会議規程に基づき、適宜適切に開催しております。

②会社の各部門の目標の進捗状況確認と対応策等を立案するため、各部部長は代表取締役
社長及び担当取締役出席の下、毎月１回レビューを開催する。

【運用状況】
レビューにつきましては、毎月開催され、その内容に応じ、経営会議や取締役会に付

議または報告がされており、多面的な検討を実施することで、目標の進捗確認と達成に
向けて適切に管理を実施しております。

５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社は、関係会社管理規程に従い、子会社管理強化のための担当部門（関係会社管理部・

海外事業本部）を設置し、各子会社が内部取引規程や会社規程を遵守した活動を行って
いるか管理を行う。それぞれの担当部門長は、必要に応じて、会議の開催、関連資料等
の提出を担当者に求める。

・月一回開催する国内子会社の取締役会には、代表取締役社長が参加することを求める。
・月一回開催する海外子会社とのレビューには、代表取締役社長が参加することを求める。
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【運用状況】
経営理念や企業ビジョンならびに行動規範等は、社内に掲示、また、イントラネット

システムで常に閲覧できる状態にあり、機会のある毎に社内の周知徹底を図っており、
また、コンプライアンス体制の充実・強化を推進するため、社内規則の周知徹底と社内
研修による教育等を定期的に実施しております。

また、国内子会社の取締役会、海外子会社との電話会議によるレビューには、代表取
締役社長が参加し適切に運用がされております。

②子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、当社グループ全体におけるリスクの管理と情報セキュリティの維持に関して、

リスクの防止及び会社損失の最小化を図るため、リスク・セキュリティ管理委員会規程
を策定し、同規程において子会社にリスクマネジメントを行うことを求めるとともに、
グループ全体のリスクマネジメント推進のためリスク・セキュリティ管理委員会を開催
し、リスクを網羅的・統括的に管理する。

【運用状況】
３．①、②と同様

③子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、国内、海外における関係会社管理規程を制定し、子会社に関する業務の円滑化

を図り、育成強化するとともに、相互の利益と発展をもたらすよう、適切な指導を行う。
・子会社の取締役または監査役を当社から派遣し、取締役は子会社の取締役の職務執行を

監督し、監査役は子会社の業務執行を監査する。
【運用状況】

上記①と同様

④子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制

・当社は、子会社の取締役及び使用人が、法令・定款に遵守した行動をとるべく「株式会
社シード役職員行動指針」を子会社に対しても適用し、これに基づき、社会的な信頼を
獲得すべく適法かつ公正な事業活動に努める。

・当社は、子会社に対し、内部監査規程及び国内、海外における関係会社管理規程に基づ
き、業務監査を実施することとし、監査は監査部が実施するほか、必要と認めたときは
会社の監査役も実施する。

【運用状況】
１．②及び５．①と同様

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項

・当社は、監査役の職務を補助する担当者を置くこととする。また、必要に応じて各部門
より業務補助のための補助者を監査役と総務部長と協議のうえ任命することができる。

【運用状況】
監査役の職務を補助する担当者や必要に応じ任命された補助者にて業務補助にあたっ

ており、監査役会の指揮に基づき適切に運営されております。
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７．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
・補助者の人事異動・人事評価・懲戒処分に際して、監査役会の承認を得なければならな

いものとする。
【運用状況】

上記のとおり適切に運営されております。

８．監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・当社は、その補助者に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社の取締役及び使用人に周

知徹底する。
【運用状況】

上記方針を徹底しております。

９．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
①当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
・取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した際は、速

やかに監査役に報告をする。
・常勤監査役は、取締役会の他、経営会議等の重要な会議に出席するとともに、稟議書等

の重要文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人に報告を求めるものとする。
【運用状況】

上記方針を徹底し、取締役会や経営会議等に出席することにより、必要な情報を得て
おり、また監査役の業務を補助する担当者や監査部、その他必要に応じた各部門との打
合せ等で、必要な報告を実施しております。

②子会社の取締役・監査役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監
査役に報告をするための体制

・子会社の取締役及び使用人は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求
められたときは、速やかに適切な報告を行う。

・子会社の取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社または当社の子会社に著しい
損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに当社の監査役へ報
告する。

【運用状況】
上記方針を徹底し、取締役会や経営会議等に出席することにより、必要な情報を得て

おり、また、常勤監査役は、国内子会社の取締役会、海外子会社との電話会議によるレ
ビューに参加し、質疑応答を実施することで、必要な報告を受けております。

10．監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ
とを確保するための体制

・当社は、監査役への報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告を
したことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締
役及び使用人に周知徹底する。

【運用状況】
１．③を徹底しております。
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11．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続き、その他の当該職
務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

・監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、経
理部において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に
必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

【運用状況】
上記方針を徹底しております。
なお、当事業年度においては、当該費用処理等は発生しておりません。

12．監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役会は、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的に会合を開催し、意見交換

を行うものとする。また、必要に応じて専門の弁護士、会計士を起用し、監査業務に関
する助言を受ける機会を保障する。

【運用状況】
上記方針を徹底しており、監査役会は、代表取締役社長、会計監査人と定期的に意見

や情報交換のための会合を適切に実施しております。

13．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
・当社のコンプライアンスマニュアルにおいて『反社会的な活動や勢力に対して毅然とし

た態度で臨み、一切の関係を遮断する。』旨の定めがあり、これを全社員及び子会社に
対し周知徹底を図っております。

なお、コンプライアンスマニュアルの制定及び改訂に関しては、コンプライアンス委
員会において協議・承認されるものとする。

【運用状況】
新規取引先との契約締結に際しましては、反社会的勢力の排除に関する覚書を交わし、

反社会的勢力対応規程に基づき、入念な審査を行った後、取引を開始しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2020年３月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科　　　目 金　　　額 科　　　目 金　　　額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 渡 金
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
の れ ん
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
固 定 化 営 業 債 権
長 期 前 払 費 用
敷 金
差 入 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

17,482
3,644
5,056
6,206

597
735

0
840
509

△108
24,104
19,954

9,724
1,069
4,493
2,969

890
807

1,675
721
953

2,474
1,221

48
238
58
92
89

971
28

△274

流 動 負 債 20,295
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 726
短 期 借 入 金 14,352
リ ー ス 債 務 1,113
未 払 金 2,122
未 払 費 用 164
未 払 法 人 税 等 340
未 払 消 費 税 等 391
賞 与 引 当 金 503
設 備 関 係 支 払 手 形 471
製 品 保 証 引 当 金 46
そ の 他 63

固 定 負 債 10,528
長 期 借 入 金 5,220
リ ー ス 債 務 2,250
退 職 給 付 に 係 る 負 債 2,815
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 91
資 産 除 去 債 務 92
繰 延 税 金 負 債 59
そ の 他 0

負債合計 30,823
純 資 産 の 部

株 主 資 本 10,388
資 本 金 1,841
資 本 剰 余 金 3,452
利 益 剰 余 金 5,531
自 己 株 式 △436

その他の包括利益累計額 236
その他有価証券評価差額金 186
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 56
為 替 換 算 調 整 勘 定 △24
退職給付に係る調整累計額 17

非 支 配 株 主 持 分 137
純資産合計 10,762

資産合計 41,586 負債純資産合計 41,586
（注）　記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

( 2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで )

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 31,792
売 上 原 価 17,610

売 上 総 利 益 14,182
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 12,449

営 業 利 益 1,733
営 業 外 収 益

受 取 利 息 17
受 取 配 当 金 12
受 取 賃 貸 料 59
受 取 和 解 金 38
受 取 保 険 金 72
助 成 金 収 入 18
売 電 収 入 43
そ の 他 27 290

営 業 外 費 用
支 払 利 息 161
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 36
賃 貸 費 用 35
為 替 差 損 39
そ の 他 57 331

経 常 利 益 1,691
特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 14 14
特 別 損 失

段 階 取 得 に 係 る 差 損 500
減 損 損 失 86
固 定 資 産 除 却 損 14
投 資 有 価 証 券 売 却 損 0
子 会 社 整 理 損 7
た な 卸 資 産 評 価 損 607 1,215

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 490
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 644
法 人 税 等 調 整 額 △350 293
当 期 純 利 益 197
非支配株主に帰属する当期純損失(△) △55
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 252

（注）　記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

( 2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで )

(単位:百万円)
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 1,841 3,546 5,579 △436 10,530

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △300 △300
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 252 252

連 結 範 囲 の 変 動 0 0

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
連結子会社株式の取得に
よ る 持 分 の 増 減 △94 △94

株主資本以外の項目の当連
結 会 計 年 度 変 動 額
（純額）

当 連 結 会 計 年 度
変 動 額 合 計 － △94 △47 △0 △141

当 期 末 残 高 1,841 3,452 5,531 △436 10,388

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主
持 分 純資産合計その他有価証

券評価差額金
繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係
る調整累計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 271 13 △42 △17 225 243 10,999

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △300
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 252

連 結 範 囲 の 変 動 0

自 己 株 式 の 取 得 △0
連結子会社株式の取得に
よ る 持 分 の 増 減 △94

株主資本以外の項目の当連
結 会 計 年 度 変 動 額
（純額）

△84 42 18 34 10 △105 △95

当 連 結 会 計 年 度
変 動 額 合 計 △84 42 18 34 10 △105 △236

当 期 末 残 高 186 56 △24 17 236 137 10,762

（注）　記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

⑴　連結の範囲に関する事項
　連結子会社の状況

　連結子会社の数　　　　　　　　　　13社
　主要な連結子会社の名称　　　　　　㈱タワービジョン

㈱シードアイサービス
㈱アイスペース
実瞳（上海）商貿有限公司（中国）
SEED CONTACT LENS ASIA PTE.LTD.（シンガポール）
SEED CONTACT LENS TAIWAN CO.,LTD.(台湾)
SEED Contact Lens Europe GmbH(ドイツ)
Contact Lens Precision Laboratories Ltd.(イギリス)
Ultravision International Ltd.（イギリス）
SEED INTERNATIONAL LTD.（イギリス）
Woehlk Contactlinsen GmbH(ドイツ)
上海実瞳光学科技有限公司（中国）
Sensimed AG（スイス）

なお、当連結会計年度より、外部出資者との共同出資により設立し
た上海実瞳光学科技有限公司、及び株式を追加取得し子会社化した
Sensimed AGを連結の範囲に含めております。

　非連結子会社の状況
　　非連結子会社の数　　　　　　　　　４社

非連結子会社の名称　　　　　　　　SEED CONTACT LENS (M) SDN.BHD.（マレーシア）
横浜近視予防研究所㈱
SEED CONTACT LENS (ANZ) PTY LTD.(オーストラリア)
SEED CONTACT LENS VIET NAM CO.,LTD.(ベトナム)

連結の範囲から除いた理由　　　　　非連結子会社は小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益
（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いず
れも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。
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⑵　持分法の適用に関する事項
　　　持分法適用の関連会社の数　　　　　１社
　　　持分法適用の関連会社の名称　　　　㈱ユニバーサルビュー

持分法を適用していない
非連結子会社の数　　　　　　　　　４社
持分法を適用していない
非連結子会社の名称　　　　　　　　SEED CONTACT LENS (M) SDN.BHD.（マレーシア）
　　　　　　　　　　　　　　　　　横浜近視予防研究所㈱

SEED CONTACT LENS (ANZ) PTY LTD.(オーストラリア)
SEED CONTACT LENS VIET NAM CO.,LTD.(ベトナム)

持分法を適用しない理由　　　　　　持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益（持分に見合
う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等から見て、持分法の対
象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全
体としても重要性がないためであります。

⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、実瞳（上海）商貿有限公司、SEED CONTACT LENS ASIA PTE.LTD.、SEED 
CONTACT LENS TAIWAN CO.,LTD.他、海外子会社７社の決算日は、12月31日であります。連結計算書
類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、
連結上必要な調整を行っております。

⑷　会計方針に関する事項
①重要な資産の評価基準及び評価方法
　イ．有価証券
　　　その他有価証券

　　　市場価格のあるもの　　　　　　期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法
により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

　　　市場価格のないもの　　　　　　移動平均法による原価法
ロ．デリバティブ　　　　　　　　　　時価法
ハ．製品、仕掛品　　　　　　　　　　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）
　　　商品、原材料、貯蔵品　　　　　　主として、先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定）
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②固定資産の減価償却の方法
　イ．有形固定資産（リース資産を除く）当社及び国内連結子会社は定率法を採用しております。ただし、

1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並び
に2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につい
ては、定額法を採用しております。また、在外連結子会社は定額法
を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま
す。
建物及び構築物　　　　　　　　　　　　３～60年
機械装置及び運搬具　　　　　　　　　　２～17年
その他（工具器具及び備品）　　　　　　２～20年

　ロ．無形固定資産（リース資産を除く）定額法を採用しております。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
能期間（５年）に基づく定額法によっております。

　ハ．リース資産　　　　　　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について
は、リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採
用しております。

③重要な引当金の計上基準
　イ．貸倒引当金　　　　　　　　　　　売掛金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

　ロ．賞与引当金　　　　　　　　　　　従業員の賞与支給に備えるため、賞与の支給見込額に基づき計上し
ております。

　ハ．製品保証引当金　　　　　　　　　販売済み製商品に対して、保証期間内に発生が見込まれる交換費用
等に充てるため、過年度の実績を基礎に保証による将来の交換費用
等発生見込を計上しております。

　二．役員退職慰労引当金　　　　　　　役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額
を計上しております。

④退職給付に係る会計処理の方法
イ．退職給付見込額の期間帰属方法　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末

までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によって
おります。

ロ．数理計算上の差異の費用処理方法　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分
した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
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⑤外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。また、為替予約の振当処理の対象となっている外貨建金銭債権債務については、当該為替予約の
円貨額に換算しております。なお、在外子会社の資産及び負債は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、
収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含め
ております。

⑥重要なヘッジ会計の方法
イ．ヘッジ会計の方法　　　　　　　　繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約について振当

処理の要件を満たしている場合は振当処理を行っております。
ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象　　　　　外貨建取引（金銭債権債務、予定取引）をヘッジ対象とし、為替予

約取引をヘッジ手段として用いております。
ハ．ヘッジ方針　　　　　　　　　　　外貨建取引の為替変動リスクをヘッジするために為替予約取引を用

いており、外貨建取引（金銭債権債務、予定取引）の範囲内で為替
予約を行っております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法　　　　　ヘッジ手段に関する重要な条件がヘッジ対象と同一であり、ヘッジ
開始時及びその後においても継続して相場変動が完全に相殺される
ものであると想定することができるためヘッジの有効性の判定は省
略しております。

⑦のれんの償却方法及び償却期間
　のれんの償却については、６～10年間の定額法により償却を行っております。

⑧その他連結計算書類作成のための重要な事項
　消費税等の会計処理　　　　　　　　税抜方式を採用しております。

２．表示方法の変更
　 （連結貸借対照表）

　前連結会計年度において、流動資産に区分掲記しておりました「預け金」は、金額的重要性が乏しくなった
ため、当連結会計年度より流動資産の「その他」に含めて表示しております。

３．連結貸借対照表に関する注記
　⑴　担保に供している資産及び担保に係る債務

次の資産を、長期借入金433百万円（１年内返済予定の長期借入金を含む）、短期借入金800百万円の担保
に供しております。

建物及び構築物 3,122 (2,826) 百万円
機械装置及び運搬具 59 （59)
土地 1,713 (996)
有形固定資産その他 5 (5)
　　　合計 4,900 (3,888)

　　（　）内書きは工場財団抵当に供している資産であります。
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⑵　有形固定資産の減価償却累計額 16,266百万円
なお、上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累計額が含まれております。

４．連結損益計算書に関する注記
　⑴　段階取得に係る差損

　段階取得に係る差損は、Sensimed AGの株式を段階取得したことによるものであります。

　⑵　減損損失
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 減損損失(百万円)

㈱シードアイサービス（東京都文京区） 小売店舗施設 建物及びその他 ３

Woehlk Contactlinsen GmbH
（ドイツ連邦共和国） ー

のれん 35

無形資産（その他） 47

　当社グループは、原則として工場用資産、営業用資産、賃貸用資産、共用資産等の区分により、また、店舗展
開している子会社については店舗を基本単位としてグルーピングしております。
　当連結会計年度において、㈱シードアイサービスが運営する小売店舗の収益が著しく下落した資産グループの
帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失3百万円として特別損失に計上しました。その内訳
は、建物及び構築物2百万円及び有形固定資産（その他）0百万円であります。
　なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローがマイ
ナスのため、備忘価額により評価しております。
　また、当社がWoehlk Contactlinsen GmbH株式取得により子会社化した際に計上したのれん及びWoehlk 
Contactlinsen GmbHで識別された無形資産（その他）については、経営環境の悪化等により今後の収益性の
低下が認められることから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、のれん35百万円並びに無形資産（その他）
47百万円を減損損失として特別損失に計上しました。
　なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを9.7%で割り引いて算定して
おります。

⑶　たな卸資産評価損
　当社商品である「JILL STUART 1day UV」につきまして、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑みマーケ
ティング方針を変更し、出荷数が当初計画を下回って推移していることから、有効期限内での出荷が困難な在
庫金額を見積り、たな卸資産評価損607百万円として特別損失に計上しました。
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５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の総数に関する事項 普通株式 27,336,000株

⑵　剰余金の配当に関する事項
　　配当金支払額等

　2019年６月26日開催の第63回定時株主総会決議による配当に関する事項
　・配当金の総額 300百万円
　・配当の原資 利益剰余金
　・１株当たり配当額 12円
　・基準日 2019年３月31日
　・効力発生日 2019年６月27日
基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの

　　2020年６月25日開催予定の第64回定時株主総会において次のとおり付議いたします。
　・配当金の総額 300百万円
　・配当の原資 利益剰余金
　・１株当たり配当額 12円
　・基準日 2020年３月31日
　・効力発生日 2020年６月26日
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６．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

当社（グループ）は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等の金融機関からの借入により資
金調達を行っております。

受取手形及び売掛金に係る得意先の信用リスクは、与信管理規定に従い債権管理を行うこととし、毎月１回
債権管理会議を行い貸倒れのリスク低減に取り組んでおります。

投資有価証券は株式であり、上場株式については四半期毎に時価の把握を行っております。
支払手形及び買掛金は、すべてが１年以内の支払期日であります。
借入金は、運転資金として短期借入金、設備投資資金として長期借入金により調達しております。
デリバティブは仕入商品の為替変動リスクを回避するため、為替予約を設定しており、支払いキャッシュフ

ローの固定化をしております。

⑵　金融商品の時価等に関する事項
2020年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。
連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

①現金及び預金 3,644百万円 3,644百万円 －百万円
②受取手形及び売掛金 5,056
③未収入金 840
　　 貸倒引当金（※１） △108

5,787 5,787 －
④投資有価証券 493 493 －
⑤長期貸付金 48
⑥固定化営業債権 238
　　 貸倒引当金（※２） △274

13 13 －
資　産　計 9,939 9,939 －
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連結貸借対照表計上額 時 価 差 額
⑦支払手形及び買掛金 (726) (726) －
⑧短期借入金 (14,352) (14,352) －
⑨リース債務（流動） (1,113) (1,113) －
⑩未払金 (2,122) (2,122) －
⑪未払法人税等 （340） (340) －
⑫未払消費税等 (391) (391) －
⑬設備関係支払手形 (471) (471) －
⑭長期借入金 (5,220) (5,227) 7
⑮リース債務（固定） (2,250) (2,435) 185

負　債　計（※３） (26,988) (27,181) 193
デリバティブ取引（※４）

ヘッジ会計が適用されてい
るもの 81 81 －

デリバティブ取引計 81 81 －
※１．②受取手形及び売掛金、③未収入金に係る貸倒引当金を設定しております。
※２．⑤長期貸付金、⑥固定化営業債権に係る貸倒引当金を設定しております。
※３．負債に計上されるものについては、（　　）で示しております。
※４．デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注）１．金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

①現金及び預金
これらは、短期間で決済されるため時価は帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。

②受取手形及び売掛金、③未収入金、⑤長期貸付金、⑥固定化営業債権
　これらの時価の算定は、連結決算日における連結貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額

に近似しており、当該価額をもって時価としております。
④投資有価証券

株式は取引所の価格によっております。
⑦支払手形及び買掛金、⑧短期借入金、⑨リース債務（流動）、⑩未払金、⑪未払法人税等、⑫未払消費
税等、⑬設備関係支払手形

これらは、短期間で決済されるため時価は帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
⑭長期借入金、⑮リース債務（固定）

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規の借入またはリース取引を行った場合に想定さ
れる利率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているもの

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引の時価については、取引先金融機関より提示された価格
によっております。

－ 40 －

連結注記表



2020/06/02 19:11:59 / 19596665_株式会社シード_招集通知（Ｃ）

（注）２．時価を把握することが極めて困難とされる金融商品
区　　分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 728百万円

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、④投資
有価証券には含めておりません。

７．企業結合に関する注記

・取得による企業結合(Sensimed AG)
⑴　企業結合の概要

①被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称：Sensimed AG
事業の内容　　　：医療機器の開発・製造及び販売

②企業結合を行った主な理由
　Sensimed AGは、当社が2018年12月より商業販売を開始した、医療用コンタクトレンズ「トリガー
フィッシュ システム」の開発、製造及び販売を行っています。同社の支配権を獲得することにより、スマ
ートコンタクトレンズ分野においての当社の国際的な地位を確固たるものとし、今後の中長期的な成長を
目指します。

③企業結合日
2019年12月24日

④企業結合の法的形式
株式取得

⑤結合後企業の名称
変更ありません。

⑥取得した議決権比率
 取得直前に所有していた議決権比率        12.60%
 企業結合日に追加取得した議決権比率     78.08%
 取得後の議決権比率                             90.69%

⑦取得企業を決定するに至った主な根拠
　当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。

⑵　連結計算書類に含まれている取得した事業の業績の期間
　みなし取得日を2019年12月31日としており、かつ連結決算日との差異が３か月を超えないことから当連
結会計期間においては貸借対照表のみを連結しており、被取得企業の業績は含まれておりません。
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⑶　被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価　　　　　現金 49百万円 （446,820スイスフラン）
取得原価 49百万円 （446,820スイスフラン）

⑷　主要な取得関連費用の内訳及び金額
アドバイザリー費用等 18百万円

⑸　被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額
段階取得に係る差損　　　　　500百万円

⑹　発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
①発生したのれんの金額
　146百万円
　なお、のれんの金額は当連結会計年度末において取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定さ
れた金額であります。
②発生原因
　主として今後の事業展開によって期待される超過収益力であります。
③償却方法及び償却期間
　超過収益力の効果が発現する期間にわたって均等償却いたします。なお、償却期間については取得原価の
配分の結果を踏まえて決定する予定であります。

⑺　企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。

・企業結合に係る暫定的な会計処理の確定(Woehlk Contactlinsen GmbH)
2019年３月28日に行われたWoehlk Contactlinsen GmbHとの企業結合について前連結会計年度におい

て暫定的な会計処理を行っておりましたが、当連結会計期間に確定しております。
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・共通支配下の取引等(Woehlk Contactlinsen GmbH)
⑴　企業結合の概要

①結合当事企業の名称及びその事業の内容
結合当事企業の名称：Woehlk Contactlinsen GmbH
事業の内容　　　　：コンタクトレンズの製造販売

②企業結合日
2020年1月30日

③企業結合の法的形式
非支配株主からの株式取得

④結合後企業の名称
変更ありません。

⑤その他取引の概要に関する事項
追加取得した株式の議決権比率は54％であります。この株式の追加取得により、Woehlk 
Contactlinsen GmbHに対する議決権比率は40％から94％になりました。当該追加取得は欧州事業の
さらなる強化と安定的な事業運営を実現させることを目的としております。

⑵　実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　2013年9月13日）及び「企業結合会計基準及び事
業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　2013年９月13日）に基づき、共通
支配下の取引等のうち、非支配株主との取引として処理しております。

⑶　子会社株式を追加取得した場合に掲げる事項
被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価　　　　　現金 259百万円 （2,160,000ユーロ）
取得原価 259百万円 （2,160,000ユーロ）

⑷　非支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項
①資本剰余金の主な変動要因

子会社株式の追加取得
②非支配株主との取引によって減少した資本剰余金の金額

94百万円

８．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 424円43銭
⑵　１株当たり当期純利益 10円10銭

９．重要な後発事象に関する注記
　　　該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表
（2020年３月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科　　　目 金　　　額 科　　　目 金　　　額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
機 械 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 貸 付 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
固 定 化 営 業 債 権
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

15,245
2,384

642
4,862
5,212

340
683

0
175
714
389

△161
25,534
19,025

9,107
177
821

4
670

4,425
2,959

857
489

6,020
497

3,042
13

1,501
200
815
149

△200

流 動 負 債 19,705
支 払 手 形 247
買 掛 金 268
短 期 借 入 金 11,998
１年内返済予定長期借入金 2,305
リ ー ス 債 務 1,113
未 払 金 1,978
未 払 費 用 101
未 払 法 人 税 等 320
設 備 関 係 支 払 手 形 471
賞 与 引 当 金 468
製 品 保 証 引 当 金 46
そ の 他 385

固 定 負 債 9,305
長 期 借 入 金 5,184
リ ー ス 債 務 2,240
退 職 給 付 引 当 金 1,730
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 91
資 産 除 去 債 務 58
そ の 他 0

負債合計 29,010
純 資 産 の 部

株 主 資 本 11,528
資 本 金 1,841
資 本 剰 余 金 3,546

資 本 準 備 金 2,474
そ の 他 資 本 剰 余 金 1,072

利 益 剰 余 金 6,577
利 益 準 備 金 120
そ の 他 利 益 剰 余 金 6,457

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 228
別 途 積 立 金 1,000
繰 越 利 益 剰 余 金 5,228

自 己 株 式 △436
評 価 ・ 換 算 差 額 等 240

その他有価証券評価差額金 183
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 56

純資産合計 11,768
資産合計 40,779 負債純資産合計 40,779

（注）　記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

( 2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで )

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 27,783
売 上 原 価 16,056
売 上 総 利 益 11,727
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 9,977
営 業 利 益 1,749
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 37
受 取 賃 貸 料 26
受 取 和 解 金 38
受 取 保 険 金 72
助 成 金 収 入 18
売 電 収 入 43
そ の 他 20 257

営 業 外 費 用
支 払 利 息 161
為 替 差 損 25
そ の 他 48 234

経 常 利 益 1,772
特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 0
固 定 資 産 売 却 益 187 187

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 14
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 518
投 資 有 価 証 券 売 却 損 0
子 会 社 株 式 評 価 損 25
子 会 社 整 理 損 6
た な 卸 資 産 評 価 損 607 1,172

税 引 前 当 期 純 利 益 787
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 613
法 人 税 等 調 整 額 △215 398
当 期 純 利 益 388

（注）　記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

( 2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで )

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合 計 利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合 計固 定 資 産

圧 縮
積 立 金

別 途
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,841 2,474 1,072 3,546 120 228 1,000 5,139 6,488

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △300 △300

当 期 純 利 益 388 388

自 己 株 式 の 取 得
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － － － － － － 88 88

当 期 末 残 高 1,841 2,474 1,072 3,546 120 228 1,000 5,228 6,577

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計
自 己 株 式 株 主 資 本

合 計
その他有価
証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △436 11,440 269 13 283 11,723

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △300 △300

当 期 純 利 益 388 388

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0 △0
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) △86 42 △43 △43

当 期 変 動 額 合 計 △0 88 △86 42 △43 45

当 期 末 残 高 △436 11,528 183 56 240 11,768

（注）　記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項

⑴　有価証券の評価基準及び評価方法
　　子会社株式及び関連会社株式　　　　移動平均法による原価法
　　その他有価証券

　　市場価格のあるもの　　　　　　　事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

　　市場価格のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法

⑵　デリバティブの評価基準及び評価方法
　デリバティブ　　　　　　　　　　　時価法

⑶　たな卸資産の評価基準及び評価方法
　製品、仕掛品　　　　　　　　　　　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）
　商品、原材料、貯蔵品　　　　　　　先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）

⑷　固定資産の減価償却の方法
　　有形固定資産（リース資産を除く） 定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降取得した

建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

　　無形固定資産（リース資産を除く） 定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアにつ
いては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっ
ております。

　　リース資産　　　　　　　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について
は、リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採
用しております。

⑸　引当金の計上基準
　　貸倒引当金　　　　　　　　　　　　売掛金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

　　賞与引当金　　　　　　　　　　　　従業員の賞与支給に備えるため、賞与の支給見込額に基づき計上し
ております。

　　製品保証引当金　　　　　　　　　　販売済み製商品に対して、保証期間内に発生が見込まれる交換費用
等に充てるため、過年度の実績を基礎に保証による将来の交換費用
等発生見込額を計上しております。

　　退職給付引当金　　　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務の見込額に基づき計上しております。なお、数理計算上の差異は、
各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌
事業年度から費用処理しております。

　　役員退職慰労引当金　　　　　　　　役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額
を計上しております。
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⑹　重要なヘッジ会計の方法
　　ヘッジ会計の方法　　　　　　　　　繰延ヘッジ処理を採用しております。為替予約について振当処理の

要件を満たしている場合は振当処理を行っております。
　　ヘッジ手段とヘッジ対象　　　　　　外貨建取引（金銭債権債務、予定取引）をヘッジ対象とし、為替予

約取引をヘッジ手段として用いております。
　　ヘッジ方針　　　　　　　　　　　　外貨建取引の為替変動リスクをヘッジするために為替予約取引を用

いており、外貨建取引（金銭債権債務、予定取引）の範囲内で為替
予約を行っております。

　　ヘッジ有効性評価の方法　　　　　　ヘッジ手段に関する重要な条件がヘッジ対象と同一であり、ヘッジ
開始時及びその後においても継続して相場変動が完全に相殺される
ものであると想定することができるためヘッジの有効性の判定は省
略しております。

⑺　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　　　　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。

8　その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
　　消費税等の会計処理　　　　　　　　税抜方式を採用しております。

２．表示方法の変更
　　（貸借対照表）

　前事業年度において流動資産に区分掲記しておりました「預け金」は、金額的重要性が乏しくなったため、
当事業年度より流動資産の「その他」に含めて表示しております。

３．貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産及び担保に係る債務

次の資産を、長期借入金433百万円（１年内返済予定の長期借入金を含む）、短期借入金800百万円の担保
に供しております。

建物 3,089 (2,794) 百万円
構築物 32 (32)
機械装置 59 （59)
車両運搬具 0 (0)
工具器具及び備品 5 (5)
土地 1,713 (996)
　　　合計 4,900 (3,888)

（　）内書きは工場財団抵当に供している資産であります。

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 13,962百万円
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⑶　関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。
　　短期金銭債権 2,005百万円
　　短期金銭債務 27百万円

⑷　関係会社に対する債務保証は次のとおりであります。

　　短期借入金（SEED CONTACT LENS TAIWAN CO.,LTD.（台湾）） 8百万NTD
　　仕入債務　（㈱シードアイサービス） 0百万円

４．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

　　売上高 1,811百万円
　　仕入高 63百万円
　　販売費及び一般管理費 249百万円
　　営業取引以外の取引高 204百万円

５．株主資本等変動計算書に関する注記
　　当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 2,302,578株

－ 49 －
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６．税効果会計に関する注記
　　　　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　繰延税金資産
　　賞与引当金 143百万円
　　貸倒引当金 110
　　製品保証引当金 14
　　未払費用 32
　　未払事業税 25
　　たな卸評価損 208
　　退職給付引当金 529
　　投資有価証券 8
　　役員退職慰労引当金 27
　　資産除去債務 17
　　関係会社株式 337
　　その他 5
　　　　小計 1,461
　　評価性引当額 △434
　　　　合計 1,026
　繰延税金負債
　　その他有価証券評価差額金 △81
　　繰延ヘッジ損益 △24
　　建物（資産除去債務） △3
　　固定資産圧縮積立金 △101
　　　　合計 △210
　繰延税金資産の純額 815
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７．関連当事者との取引に関する注記
　　子会社及び関連会社等

種　類 会社等の名称
議決権等の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額
(百万円)
（注）６

科　目
期末残高
(百万円)
（注）６

子会社

実瞳（上海）商
貿 有 限 公 司

所有
直接100
（－）

当社製商品の
販売

当社製商品の
販売（注）１ 710 売掛金 826

業務委託契約の
締結

業務委託料の
支払い（注）２ 35 未払金 －

出向者の派遣 出向料の受け取
り（注）３ 20 未収入金 －

㈱シードアイ
サービス

所有
直接100
(－)

当社製商品の
販売

当社製商品の
販売（注）１ 227 売掛金 21

出向者の派遣

出向料の受け取
り（注）３ 8 未収入金 0

出向料の支払い
（注）３ 8 未払金 0

資金の貸付
（注）４

資金の回収 120 関係会社長期貸
付金 1,240

利息の受取 7 未収入金 1

上海実瞳光学科
技有限公司

所有
直接60
（－）

固定資産の売却 商標権の売却
（注）５

187 未収入金 －

（注）１．販売価格については、現地市場価格を参考に協議の上、決定しております。
２．業務委託料については、市場価格等を勘案して協議の上、決定しております。
３．出向料については、出向元の規定を基礎として協議の上、決定しております。
４．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
５．売却金額については、第三者機関による算定評価額を参考に協議の上、決定しております。
６．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
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　　役員及び個人主要株主等

種　類 会社等の名称
又 は 氏 名

議決権等の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科　目 期末残高
(百万円)

主要株主の近親者
が議決権の過半数
を所有している会
社

 松柏合同会社 －
（－） 土 地 の 賃 借 土地の賃借

（注） 10 前払費用 0

（注）土地の賃借については、近隣の賃貸借取引の実勢価格に基づき、交渉のうえ決定しております。

８．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 470円13銭
⑵　１株当たり当期純利益 15円54銭

９．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2020年５月27日

株 式 会 社 シ ー ド
取締役会　御中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＰｗＣあらた有限責任監査法人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京事務所

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 出 口 眞 也 ㊞
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 塩 谷 岳 志 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社シードの2019年４月１日から2020年３月31

日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算
書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、株式会社シード及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切
でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書
類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査
証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人
は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するため
にセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。
以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2020年５月27日

株 式 会 社 シ ー ド
取締役会　御中

　　　　　　　　　　　　　　　　　ＰｗＣあらた有限責任監査法人
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京事務所

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 出 口 眞 也 ㊞
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 塩 谷 岳 志 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社シードの2019年４月１日から2020年

３月31日までの第64期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び
個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計
算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計
算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない
場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基
礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するため
にセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第64期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監

査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、当監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役

から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内

部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の

方法で監査を実施しました。

・取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、

必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状

況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交

換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

・事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施

行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づ

き整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況

について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

・会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会

計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査

人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる

事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨

の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算

書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果

⑴　事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は、認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関

する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人ＰｗＣあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果

　会計監査人ＰｗＣあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年５月28日

株 式 会 社 シ ー ド 　 監 査 役 会
常 勤 監 査 役 中 山 友 之 ㊞
社 外 監 査 役 種 房 俊 二 ㊞
社 外 監 査 役 二 瓶 ひ ろ 子 ㊞

以　上
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見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

会 場
ホテル 東京ガーデンパレス　2階「高千穂」
東京都文京区湯島1丁目7番5号
TEL 03-3813-6211

交通機関の
ご案内

◦JR 中央線・総武線「御茶ノ水駅」聖橋口より徒歩5分
◦東京メトロ 千代田線「新御茶ノ水駅」B1・B2出口より徒歩5分
◦東京メトロ 丸ノ内線「御茶ノ水駅」1・2出口より徒歩5分

※ 2 出口より出られた場合には、1 出口側に通りを渡ってから矢印方向にお進みください。

株主総会 会場ご案内図


